
運輸安全委員会は、令和５年１２月２１日（木）、５１件の船舶事故等調査報告書をホームページで公表しました

海難防止へのインフォメーション （公財）海難審判・船舶事故調査協会

区分 事故：重大０、重大・軽微以外１１、軽微２６ 計３７件 インシデント：重大０、重大・軽微以外０、軽微１４ 計１４件

事故等種類（件）
衝突１２、乗揚８、衝突（単）６、死傷等４、転覆４、
浸水２、火災１ 計３７件

運航不能１１（機関故障６、推進器故障１、舵故障１、バッテリ過
放電１、絡索１、燃料不足１）、座洲２、運航阻害１

計１４件

関係船舶（隻）
漁船１３、貨物船１２、プレジャーボート９、旅客船５、引・押船４、
タンカー３、水上オートバイ３、非自航船２、作業船１、遊漁船１

計５３隻

プレジャーボート７、漁船２、旅客船１、水上オートバイ１、
押船１、非自航船１、遊漁船１、瀬渡船１ 計１５隻

死傷者等（人） 死亡４、行方不明０、重傷１、軽傷１４ 計１９人

上記事故のうち、横浜事務所と神戸事務所の船舶事故調査報告書２件について、“概要版”を作成しました
公表された調査報告書をもとに当協会の責任で編集しましたので、詳細は運輸安全委員会のＨＰでご確認ください

① セメント専用船Ａ（5,730トン）貨物船B（499トン）衝突
  名古屋港第１区において、セメント専用船Ａは、北北東進中、また、貨物船Ｂは、南西進中、両船が衝突した

② プレジャーボートＡ（6.50ｍ）乗組員死亡
兵庫県明石市林崎漁港西南西方沖において、プレジャーボートＡは、西北西進中、左舷船尾方からの波浪を受け、船長が落水して
死亡した

運輸安全委員会報告書

https://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2023/MA2023-13-5_2022yh0118.pdf
https://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2023/MA2023-13-7_2023kb0036.pdf


 
 ① セメント専用船Ａ（5,730トン）貨物船B（499トン）衝突

 （名古屋港第１区において、セメント専用船Ａは北北東進中、また、貨物船Ｂは南西進中、両船が衝突した）

《再発防止策》
  （１） 船長は、港内状況に応じた操船が必要になるような海域において、接近す

る他船と通過方法について取り決める場合、単に通過舷を取り決めるのでは

なく、互いの行き先、速力の増減、転舵する時機など、今後の両船の具体的

な行動について確認した上で、通過方法を取り決めること

  （２） 船長は、接近する他船と通過方法について取り決めた場合、取決めを実行

していることを他船が容易に認められるよう早期に明確に行動を起こすこと

  （３） 船長は、速力が低下すると保針性が悪くなることを考慮し、減速しながら他

船と接近する場合には、あらかじめ大幅に針路を変更するなどし、他船に疑

問を抱かせないようにすること

  （４） 船長は、港内において抜錨して航行を始める場合、航行する他船に不安を

与えないよう、他船が通過するまで抜錨せずに待機するか、抜錨しても他船

の前方に向かない進路として航行を始めること

（公財）海難審判・船舶事故調査協会   運輸安全委員会（横浜事務所）

【事故概要】
セメント専用船Ａ（5,730トン、12人乗組、セメント約5,000ｔ積載）は、名古屋港第

１区の岸壁に向けて北航路を北北東進中、貨物船B（499トン、4人乗組、鋼材約

1,589t積載）は、第１区を抜錨し、北航路に向けて南西進中、両船が衝突した

【発生日時】 令和４年７月１２日０７時２０分ごろ
【発生場所】 名古屋港第１区
【死 傷 者 】 なし  

【損 傷 等 】 A船：船首部外板及び球状船首に凹損、左舷船尾部外板に擦過傷等
B船：左舷船首部外板に破口を伴う曲損、球状船首に亀裂を伴う曲損、左舷船尾部外板に

 曲損等《原因・背景等》
◎両船がＶＨＦで右舷を対して通過することで合意したのち、船長Ａは、北航路

の右側を減速しながら北北東進を続け、衝突の直前となって左転を始めた

 ○ 船長Ａは、着岸予定の岸壁が近くなったこと及び航路では右側を航行

 しなければならないと考えて航路の出口で左転しようと思っていたので

 衝突の直前となって左転を始めた

◎ 船長Ｂは、僅かに左転させていたものの、衝突の直前となって右転を始めた

 ○ 船長Ｂは、Ａ船の右舷側の可航域が狭かったこと及びＡ船の船首が僅

 かに右に振れたのを見てＡ船が右転を始めたと思ったので、衝突の直

 前となって右転を始めた

海難防止への
インフォメーション

＊本調査報告書は、Ｒ５.１２.２１に
公表されました。
詳細は運輸安全委員会のＨＰで
ご確認下さい

航行経路図

https://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2023/MA2023-13-5_2022yh0118.pdf


《再発防止策》
（1） 小型船舶の船長は、航行中に波浪の影響を強く受け始めた場合は、姿勢を低くして安定性を高め、横方向からの大

波を受けないよう、波浪の大きさや方向に十分注意して航行すること

（2） 小型船舶の船長は、出航当日の最新の気象情報を確認し、強風及び波浪注意報が発表されている場合、出航を見

合わせることが望ましい

（3） 小型船舶の乗船者は、暴露甲板上においては救命胴衣を適切に着用し、落水した場合、手動で膨張が必要なもの

は速やかに膨張させ、同乗者にも協力を求めて船上に引き上げてもらうなど、なるべく早く船上に上がるよう努めるこ

と

 ② プレジャーボートＡ（6.50ｍ）乗組員死亡
    （兵庫県明石市林崎漁港西南西方沖において、プレジャーボートＡは、西北西進中、左舷船尾方から高さ約２ｍ

の波を受け、船長が落水して死亡した）

【事故概要】

プレジャーボートＡ（6.50ｍ、1人乗組、同乗者4人）は、強風及び波

浪注意報が発表され、南南東方から高さ約２ｍの波が生じている状

況下、左舷船尾方から高さ約２ｍの追い波を受けて西北西進中、波

を乗り越え、続けて来た波を受けて左回頭して右舷方に傾斜し、船

長が右舷側に投げ出されて落水して溺死した

（公財）海難審判・船舶事故調査協会

《原因・背景等》

◎ Ａ船は、強風及び波浪注意報が発表され、南南東方から高さ約２ｍの波が生じている状況下、林崎漁港西南西方沖

において、左舷船尾方から高さ約２ｍの追い波を受けて西北西進中、波を乗り越え、続けて来た波を受けて左回頭し

て右舷方に傾斜し、船長が右舷側に投げ出されて落水した

○ 船長は、甲板からブルワーク上縁までの高さが約４０ｃｍの中、操舵スタンド後方に置いた座面の高さ約７０ｃｍの

脚立の上に座っていた

○ 船長は、手動膨張式の救命胴衣を着用していたが、本事故後、同救命胴衣が膨張した形跡がなかった

運輸安全委員会（神戸事務所）

海難防止への
インフォメーション

＊本調査報告書は、 Ｒ５.１２.２１に公表されました。 詳細は運輸安全委員会のＨＰでご確認下さい

【発生日時】 令和５年５月５日１０時５５分ごろ～

 １１時３１分ごろの間  

【発生場所】 兵庫県明石市林崎漁港西南西方沖

【 死 傷 者 】 死亡１人（船長、落水して溺死）

【 損 傷 等 】 なし

乗船者の位置図

事故発生経過概略図

https://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2023/MA2023-13-7_2023kb0036.pdf
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